
３ 平成 29 年 10 月１日 ホームページアドレス　http://www.city.yachimata.lg.jp/広報やちまた

八
街
歴
史
探
訪
（
38
）
明
治
時
代
の
八
街
①

調
査
を
行
っ
て
い
き

ま
し
た
。

　

当
時
の
東
京
府
知

事
で
あ
っ
た
大
木
喬

任
︵
お
お
き
た
か
と

う
︶
へ
宛
て
た
調
査

内
容
の
手
紙
類
の
中

で
、
明
治
２
年
８
月

15
日
付
の
手
紙
に
は 

 

﹁
扨
又
開
墾
名
前
明

日
参
館
之
節
持
参
﹂

 

︵
釈
文
：
さ
て
ま
た
、

開
墾
の
名
前
に
つ
い

て
は
明
日
、
参
館
の

際
に
持
参
し
ま
す
︶

と
あ
り
、
こ
の
頃
に

各
開
墾
地
の
地
名
と

と
も
に
﹁
八
街
﹂
の

　

教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
30
年

４
月
に
小
学
校
へ
の
入
学
を
予
定

し
て
い
る
児
童
︵
平
成
23
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
24
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
お
子
さ
ん
︶
の
就
学
時
健

康
診
断
を
実
施
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
児
童
の

保
護
者
に
、
就
学
時
健

康
診
断
通
知
書
を
10
月

上
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

　

通
知
書
が
届
か
な
い

方
や
、
や
む
を
得
な
い

理
由
で
指
定
さ
れ
た
日

に
健
康
診
断
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、

学
校
教
育
課
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

　

健
康
診
断
は
入
学
を

予
定
し
て
い
る
小
学
校

で
行
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
就
学
時
健

康
診
断
通
知
書
・
母
子

健
康
手
帳
・
上
履
き
な

ど
を
お
持
ち
の
う
え
、

受
付
時
間
に
遅
れ
な
い

よ
う
、
お
子
さ
ん
と
一

小
学
校
入
学
予
定
児
童
の
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す

　

現
在
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る

八
街
市
の
﹁
八
街
﹂
と
い
う
地
名

は
、
今
か
ら
遡
る
こ
と
約
１
５
０

年
前
、
江
戸
時
代
の
御
用
馬
の
放

牧
地
で
あ
っ
た
下
総
牧
︵
小
金
牧

 

・
佐
倉
牧
︶
の
開
墾
事
業
が
開
始

さ
れ
た
時
期
に
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
名
付
け
親
は
、
北
島
秀
朝

 

︵
き
た
じ
ま
ひ
で
と
も
︶
と
い
う

人
物
で
し
た
。
北
島
は
、
東
京
府

権
大
惨
事
︵
ご
ん
の
だ
い
さ
ん
じ
︶

と
い
う
東
京
府
の
役
人
で
あ
り
、

明
治
２
年
か
ら
東
京
府
主
導
で
進

め
ら
れ
て
い
た
下
総
開
墾
事
業
の

担
当
者
と
し
て
任
務
に
携
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

　

北
島
は
ど
の
よ
う
に
開
墾
事
業

を
進
め
て
い
く
か
の
具
体
的
な
計

画
を
組
み
立
て
る
た
め
に
、
放
牧

地
の
原
野
を
実
際
に
訪
れ
、
現
地

地
名
が
名
付
け
ら
れ
た
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
も
北
総
地
域
に
残

る
開
墾
地
の
地
名
は
、
開
墾
に
従

事
す
る
人
々
を
受
け
入
れ
て
い
っ

た
地
域
の
順
番
に
も
と
づ
き
、
漢

数
字
と
好
字
︵
こ
う
じ
︶
を
組
み

合
わ
せ
て
付
け
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。

　

開
墾
地
の
名
前
に
は
﹁
富
﹂
や

﹁
豊
﹂﹁
栄
﹂﹁
美
﹂
な
ど
の
文
字

が
使
用
さ
れ
、八
街
の
﹁
街
﹂︵
ち

ま
た
︶
に
も
住
宅
や
商
店
の
集
ま

る
場
所
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
開
墾
後
に
豊
か
に
、
賑
や

か
に
、
栄
え
て
い
く
よ
う
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

問
郷
土
資
料
館

　

☎
４
４
３
│
１
７
２
６

日にち 会　場 受　付　時　間
10 月 11 日㈬ 八街北小学校 午後１時〜１時 10 分  
10 月 20 日㈮ 笹引小学校 午後１時〜１時 10 分
10 月 24 日㈫   実住小学校 午後０時 50 分〜１時５分
10 月 26 日㈭ 川上小学校 午後１時〜１時 15 分 
10 月 30 日㈪ 八街東小学校 午後０時 50 分〜１時 10 分

10 月 31 日㈫ 二州小学校
（沖分校含む）午後１時〜１時 20 分 

11 月 ６ 日㈪ 交進小学校 午後１時〜１時 15 分  
11 月 ７ 日㈫ 朝陽小学校 午後１時〜１時 15 分  

＜ 就 学 時 健 康 診 断 日 程 ＞

※二州小学校沖分校は、二州小学校（本校）で健康診
断を行います。

『総州牧開墾演説書』（東京都公文書館蔵）

緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課

　

☎
４
４
３
│
１
４
４
６

　

平
成
29
年
４
月
１
日
現
在
、
公

的
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
65
歳
以

上
の
方
で
、
前
年
中
の
年
金
所
得

に
対
す
る
住
民
税
の
納
付
義
務
が

あ
る
方
は
、
住
民
税
が
年
金
か
ら

天
引
き
︵
特
別
徴
収
︶
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
市
役
所
や
金
融
機
関

な
ど
に
出
向
い
て
納
付
を
し
て
い

た
手
間
が
省
け
ま
す
。

　

た
だ
し
、
公
的
年
金
以
外
の
収

入
に
対
す
る
住
民
税
は
、
今
ま
で

と
同
じ
よ
う
に
給
与
か
ら
の
天
引

き
や
納
付
書
で
の
納
付
と
な
り
ま

す
。

※
前
年
度
か
ら
継
続
し
て
年
金
か

ら
の
天
引
き
を
し
て
い
な
い
方
で
、

初
め
て
年
金
か
ら
天
引
き
の
対
象

に
な
る
方
は
10
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

問
課
税
課

　

☎
４
４
３
│
１
１
１
６

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
が
天
引
き
さ
れ
ま
す

　

平
成
30
年
４
月
か
ら
の
入
園
を

希
望
す
る
園
児
︵
４
歳
児
︶
を
募

集
し
ま
す
。

対
平
成
25
年
４
月
２
日
～

　

平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

　

方
願
書
提
出
日

　

10
月
30
日
㈪
・
31
日
㈫

願
書
提
出
先

　

入
園
希
望
の
市
立
幼
稚
園

　

 

︵
市
立
幼
稚
園
の
併
願
は
で
き

　

ま
せ
ん
︶

※
願
書
は
、
10
月
23
日
㈪
か
ら
各

市
立
幼
稚
園
ま
た
は
学
校
教
育
課

で
配
布
し
ま
す
。

 

︵
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
︶

○
八
街
第
一
幼
稚
園

定
４
歳
児　

90
人

受
付
時
間　

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

　

 

︵
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

　

を
除
く
︶

問
☎
４
４
３
│
２
１
１
０

○
川
上
幼
稚
園

定
４
歳
児　

60
人

受
付
時
間　

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

問
☎
４
４
５
│
５
７
１
１

○
朝
陽
幼
稚
園

定
４
歳
児　

60
人

受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時　

問
☎
４
４
３
│
５
１
０
０

※
３
園
と
も
定
員
を
超
え
た
場
合

は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

問
学
校
教
育
課

　

☎
４
４
３
│
１
４
４
６

　

私
立
幼
稚
園
の
願
書
な
ど
に
つ

い
て
は
、
入
園
を
希
望
さ
れ
る
私

立
幼
稚
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

市
立
幼
稚
園
の
園
児
を
募
集
し
ま
す

対
千
葉
県
が
交
付
す
る
次
の
受
給

　

者
証
な
ど
を
お
持
ち
の
方

　

・
特
定
医
療
費
︵
指
定
難
病
︶

　
　

受
給
者
証

　

・
千
葉
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病

　
　

医
療
受
給
者
証

　

・
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
票

　

・
千
葉
県
先
天
性
血
液
凝
固
因

　
　

子
障
害
等
受
給
者
証

支
給
額　
　

月
額
１
０
０
０
円

申
請
に
必
要
な
も
の

　

・
申
請
書
・
受
給
者
証
な
ど

　

・
本
人
名
義
の
預
金
通
帳

　

・
認
め
印

※
申
請
書
は
障
が
い
福
祉
課
で
配

布
し
て
ま
す
。

※
９
月
30
日
現
在
で
八
街
市
難
病

療
養
者
見
舞
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
更
新
後
の
受
給
者
証
な
ど

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。︵
提

出
が
な
い
場
合
は
見
舞
金
を
支
給

で
き
ま
せ
ん
︶

問
障
が
い
福
祉
課

　

☎
４
４
３
│
１
６
４
９

難
病
療
養
者
に
見
舞
金
を
支
給
し
て
い
ま
す

さ
い
。

問

問問

対定

問 定定問 問

問対

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
│
０
８
１
５
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